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はじめに

　２０１２年に開かれた中国共産党第１８回全国代表大会

において、１０年ぶりに党の代表指導部が交代した。

翌年の２０１３年３月の全国人民代表大会では新たな国家

主席が誕生し、新政権が動き始めることとなった。国

家主席に就任した習近平は講話の中で「中国夢」（チ

ャイナドリーム）というキーワードを用いて、国民の

生活を重視し、一人ひとりの夢を実現できるのだとい

うことを印象づけようとした
1）

。

　政権による政治目標はさまざまである。しかし、民

生（人々の暮らし）への高い関心は前政権である胡錦

濤政権から引き継がれていると言えるだろう。では、

前政権は民生にどのような対応をしてきたのだろう

か。今年誕生した中国の新政権による人々の暮らしへ

の対応を分析する前に、先ずは前政権における取り組

みを振りかえってみたい。本稿では特に、前政権であ

る胡錦濤政権における障害者の暮らしに焦点を当て、

  In March, 2013, change of government was carried out in China. The new 
administration proposes a posture to attach great importance to the life of the 
nation like the ex-government. This paper paid attention to the life of the nation 
and took up the action to public welfare of the Hu Jintao government which was 
the ex-government. Above all, I chiefl y focused on the public welfare of the person 
with disabilities and analyzed an action to welfare of persons with disabilities. As 
a result, the political aim that the Hu Jintao Administration advocated, based on 
which “built a human being-oriented harmonious society”, I was able to point out 
that four changes in this paper. About the actual situation of the right to receive 
the education of the obstacle child, it was revealed that a preschool obstacle 
child still existed 30-40%. I made clear in this paper that China analyzed effect of 
the inclusive education in the world to guarantee a right to receive the education 
of the obstacle child including the problem of the preschooler.
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表２-１　障害者総数および障害種別人数の比較

注：障害者数はサンプリング調査の推算結果。
出典：第二次全国残疾人抽様調査辦公室 （２００７）『第二次全国残疾人抽様調査主要数据手冊』など。

単位：万人，（％）

１９８７年 ２００６年

総　　数 ５,１６４（４.９） ８,２９６（６.３４）

視覚障害 ７５５（１４.６） １,２３３（１４.８６）

聴覚障害
１,７７０（３４.３）

２,００４（２４.１６）

言語障害 １２７（１.５３）

肢体障害 ７５５（１４.６） ２,４１２（２９.０７）

知的障害 １,０１７（１９.７） ５５４（６.６８）

精神障害 １９４（３.７） ６１４（７.４０）

重複障害 ６７３（１３.０） １,３５２（１６.３０）

障害者福祉への取り組みを中心に分析を行なう。併せ

て、前政権が掲げた政治目標と障害者福祉への影響に

ついても検証を行なう。

１．胡錦濤政権は何を目指したのか

１．１　胡錦濤政権の政治目標

　中国では改革開放以降、白猫黒猫論、先富論、４つ

の現代化、小康社会、３つの代表、和諧社会、科学的

発展観など、さまざまな概念や理論、政治目標などが

打ち出されてきた（孟健軍　２０１２：２）。これらは経

済成長を実現するために、また国の目指す方向を示す

ために用いられてきた。実際、白猫黒猫論、先富論な

どはいずれも中国が目指す「経済建設」の実現に影響

を与えてきた。中でも、この先富論の発展観に基づい

た社会建設は、二桁の経済成長率を生み出し、主要な

経済指標も軒並み大きく増加することにつながった。

２０１０年には名目GDPにおいて日本を抜き世界第２位

にのぼりつめた。それに応じて、中国の国力と国際的

地位も向上（大西　２００６：４）してきた。しかし、

この高い経済成長は環境への配慮を欠いたもので、多

くの資源の浪費を伴って実現されたものであった。

２００６年に中国科学院が公表した「２００６年中国持続可

能な発展戦略報告」
2）

においても、先進国に比べて中国

の資源の消耗率に大きな差があることを指摘してい

る。加えて、依然として中国の発展モデルは他国に比

べて粗放的であることも述べられていた。

　この状況は、２００３年に胡錦濤が新政権を発足させ

た時には既に生じていた。２００２年１１月に開かれた中

国共産党第１６期全国代表大会では、江沢民が経済発

展を中心としながらも経済発展と人口、資源、環境の

調和が必要であることを指摘している
3）

。加えて、経済

建設を中心とした方針を堅持しながらも、人びとの生

活水準を向上させる必要性についても述べている。

　経済発展と環境との調和、人びとの生活水準の向上

など深刻な課題を抱えて動き出した胡錦濤政権は、発

足の当初から「親民」（国民の近くで政治を行なう）

や「務実」（実務的効果を重んじるスタイル）を掲げ、

国民への配慮
4）

を前面に出した（大西　２００６：３）。

２００３年１０月に開かれた中国共産党第１６期中央委員会

第３回全体会議（第１６期３中全会）では、文書に初め

て「以人為本」（people-oriented）　を盛り込んだ。こ

の以人為本は、人間本位、人を基本とする、という概

念で、持続可能な開発の文脈で意識的に使用されるよ

うになったという。２００３年１月には「２１世紀初頭の

持続可能な開発行動に関する要綱」の中で指導的思想

として位置づけられた（後井　２０１０：２５４）。２００４

年の中国共産党第１６期４中全会では、「和諧社会」（調

和のとれた社会；harmonious society）の建設という言

葉を提起した。この調和のとれた社会の建設について

は、２００６年１０月の中国共産党第１６期６中全会で「社

会主義和諧社会の建設に関する若干の重大問題につい

ての中国共産党中央の決定」が採択されている。その

後、２００７年の中国共産党第１７回全国代表大会におい

て胡錦濤は、この調和のとれた社会の実現を促進する

ことに併せて、「科学的発展観」（均衡のとれた持続可

能な発展観）も盛り込んだ報告を行なった
5）

。同時に、

この報告において中国の２０２０年までの発展目標とし

て「小康社会」（いくらかゆとりのある社会）の全面

的な実現を掲げた。藤野（２００８）はこれら立て続け

に出された政治目標について、以人為本は科学的発展

観の精神を代表し、和諧社会は科学的発展観の目標を

集約したものとみなすことができると指摘している。

１．２　民生重視と社会保障改革

　胡錦濤政権が掲げた政治目標である、人間を本位と

した立場から、社会全体の持続的でバランスのとれた

発展を目指すという科学的発展観は、①内需主導経済

への移行　②循環型経済への移行　③高付加価値経済

への移行　④調和を意味する「和諧社会」の実現　⑤

改革・開放政策の進化、の５つの柱から構成される

（三浦　２０１０：５０）。この５つの柱の中でも、和諧

社会は科学的発展観と補完関係にあることはすでに述

べたとおりである。この点については２００７年の中国

共産党第１７期全国代表大会の報告においても「科学

的発展観と社会の調和は内在的に統一したものであ

る。科学的発展がなければ社会の調和は成り立たず、

社会の調和がなければ科学的発展は実現できなくな

る」（三浦　２０１０：５０）と述べていることから見て

も明らかである。

　調和のとれた社会を実現するねらいは、格差を是正

し生活の質の改善を図り、社会の安定と団結（三浦　

２０１０：５１）に結びつけることにある。そのために

は、民主の制度化・法律化を重んじ公平性、権利保

障、民生を重視した政策を展開することが必要にな

る。実際２０１２年３月に開かれた全国人民代表大会と中

国人民政治協商会議、これら「両会」では民生を重視

する姿勢が強調された。この民生とは、国民の生活そ

のものを指す。当時の首相であった温家宝はこの民生

について、孫文の説いた民生の定義「社会の生存、人

民の生計、大衆の生命」を示し、『政府活動報告』に

おいて、国民の幸福を実現するために改革を推進する

（江原　２０１２）ことを強調した。

　胡錦濤も２０１２年３月の中国人民政治協商会議におい

て、社会保障システムの整備を強化し、社会保障事業

の持続可能な発展を促すことの重要性を強調してい

た。これは当時の国家主席による民生の保障と改善に

向けて取りくむ決意と読みとることができるだろう。

　では、これら胡錦濤政権の掲げた政治目標の下で、

障害者福祉にどのような効果が見られ、いかなる成果

がもたらされたのだろうか。先ずは、胡錦濤政権のも

とで見られた障害者に関する動きについて見ていこ

う。

２．胡錦濤政権の障害者福祉への姿勢

　胡錦濤政権が誕生した２００３年以降、中国の障害者

分野ではいくつかの大きな動きが見られた。ここでは

それらいくつかの動きを分析することで、中国の前政

権である胡錦濤政権の障害者福祉への姿勢を振りかえ

ってみたい。

（a）全国障害者サンプリング調査の実施

（b）障害者の小康水準を測定

（c）国連「障害のある人の権利に関する条約」
6）

を批准

（d）障害者の社会保障制度の確立に向けて

　先ず、２００６年に「全国障害者サンプリング調査」

が実施されたことである。これは、１９年ぶりに行な

われた調査であった。この調査の実施には、障害者の

現状を把握したうえで、効果的な政策を立案し、障害

者事業を展開していこうというねらいがあった。実際

に、この調査結果からいくつかの重要な点が明らかに

なっている。その一つは、予想よりも障害者の人数が

増えていたことである。１９８７年に行なわれた第１回

目の障害者サンプリング調査では、障害者の人数は

５,１６４万人で総人口の４.９％であった。２００６年の調査

では、３,０００万人以上増加して８,２９６万人（６.３４％）

の障害者が国内に暮らしていることが明らかになった

（表２-１）。中国は当初、年間障害者増加数を７０-

８０万人と見込んでいた。そのため、予想をはるかに

上回り障害者が増加していることをこの調査から知る

こととなった。また、障害者総数の半数以上にあたる

５３.２４％が６０歳以上の高齢障害者であることも併せ
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表２-２　障害等級および年齢構成

出典：表２-１に同じ。

都市と農村 都市：２,０７１万人（２４.９６％）、　農村：６,２２５万人（７５.０４％）

年齢構成
０-１４歳：３８７万人（４.６６％）、１５-５９歳：３,４９３万人（４２.１０％）
６０歳以上：４,４１６万人（５３.２４％）

障害等級
１-４級（１級：最重度、４級：軽度）
１,２級：２,４５７万人（２９.６２％）　　３,４級：５,８３９万人（７０.３８％）

表２-３　障害者の小康実現水準の推移

注）１. 生存状況の分野は、収入、消費（エンゲル係数）、家電、住居、婚姻の５つの指標を指す。２. の発展状況
は、リハビリ、教育、就業、社会保障、情報化水準、社会参加など９つの指標を指す。３. 環境状況では、バ
リアフリー環境、社区サービス、法律サービスの３つの指標を指す。

*1）全国の小康実現水準は、経済発展、社会調和、社会のクオリティ、民主の制度化・法律化、文化教育、資源環
境の６方面を測定する。

出所）各年の「全国残疾人状況及小康進程監測報告」、中華人民共和国国家統計局「中国全面建設小康社会進程統
計監測報告（２０１１）」などを参考に作成。

２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年

小康実現水準 ４６.８％ ５０.５％ ５３.５％ ５７.４％

１. 生存状況 ５１.２％ ５３.５％ ５６.９％ ５９.４％

２. 発展状況 ３５.５％ ３８.７％ ４１.７％ ４６.１％

３. 環境状況 ５２.４％ ６０.０％ ６１.５％ ６６.８％

全国の小康実現水
* 1）

準 ７２.８％ ７４.７％ ７７.５％ ８０.１％

て明らかになった（表２-２）。高齢障害者の増加によ

り、障害種別の人数にも前回調査とは異なる結果が出

ている。６種類（視覚、聴覚、言語、肢体、知的、精

神）の障害種別の人数のうち、肢体障害の人数が最も

多く障害者総数の２９.０７％を占めている（表２-１）。

その要因として、高齢になり脳血管または骨関節など

の病気を患い肢体障害に至る比率が高くなっているこ

とを挙げている。実際に、肢体障害者の４４.７％が６０

歳以上の高齢障害者である。

　障害者サンプリング調査の実施は、障害者のおかれ

ている状況の把握、およびそれを基にした科学的な検

証を可能にする。実情を踏まえ、その結果を政策に反

映させることで、障害者事業を効果的に展開しようと

いうねらいを読みとることができる。

　第二に、障害者の小康水準の測定を取り入れたこと

である。２００６年から障害者連合会が測定に向けて準

備をすすめ、２００７年４月に国家統計局や民政部など

と共に「全国において障害者の状況について監視測定

を行なうことに関する通達」を出した。この測定は、

障害者の現状を把握し、政策に効果的に反映させるこ

とを目的として行なわれる。小康が現代化を測る指標

として用いられるようになったのは１９８７年の中国共

産党第１３回党大会以降のことである
7）

。この小康は、

まずまずの生活水準を意味し、小康の初期段階は

２００２年１１月に開かれた中国共産党第１６期全国代表大

会において、達成されたことが宣言された。同時に、

これからは全面的な小康社会の実現に向けて歩みを進

めることが目標として打ち出された。胡錦濤政権が目

指すこの全面的な小康社会の実現には、障害者の小康

水準の改善を欠かすことはできない。２００７年の障害

者状況を監視測定する通達に基づいて、中国ではそれ

以降毎年、障害者の小康水準を見極めるための測定調

査が行なわれている。調査は障害者の生存状況、発展

状況、環境状況の３分野１７項目にわたり、全国の

１,４６７地点において測定している
8）

。

　表２-３から、２０１０年の障害者の小康実現水準は測

定がはじまった２００７年から比べると１０ポイント近く

上昇していることがわかる。この数値から、障害者の

おかれた状況が少しずつではあるが、改善に向かって

いることを読みとることができる。しかし一方で、障

害者の小康実現水準は、全国のそれと比べると２０ポ

イント以上ひらきが生じていることも明らかである。

全国の小康実現水準との差異は、一般の生活環境と障

害者のおかれている環境とでは大きな格差が生じてい

ることを意味している。２０２０年までに全面的な小康

社会の実現を目指す中国において、障害者の小康水準

を改善することは必須の課題であるといえるだろう。

全面的な小康社会の実現に向けて、障害者事業などを

通して、障害者のおかれている環境の改善を全力で取

り組むことが求められる。

　これら障害者の状況を把握するためのサンプリング

調査や、小康実現の程度を測定する調査は、胡錦濤政

権が示した政治目標である科学的発展観に基づくもの

であるという（周・張　２００６：４２）。科学的発展観
9）

に基づいた社会は、人間を本位とし、それぞれの人の

価値を見つめ、さまざまな分野における成果と発展が

有機的に連携し、安定的で調和のとれた状態を指す。

調査等を通じて障害者のおかれている状況を見極め、

彼らのニーズを正確にくみ取り、人を中心とした調和

のとれた安定性のある社会で、障害者が主体的にかか

わることができる環境を築くことではじめて、科学的

発展観の効果が評価されるだろう。

　第三の動きは、中国が国連の「障害のある人の権利

に関する条約」（以下、障害者の権利条約）を批准し

たことである。２００８年の北京オリンピックの開幕を

目前に控えた８月に、中国は国連の障害者の権利条約

を批准した。条約を批准することは、国内において条

約の内容に基づいて環境の整備を図ることを意味す

る。条約は締約国に向けて、障害者に対してすべての

人権および基本的自由の差別のない完全な享有を保障

する必要性を再確認（条約前文）することを求めてい

る。中国はこの人権
10）

について、政治目標として掲げ

た、人を中心とした安定的で持続性のある社会づくり

を実現するには、人として有する基本的な権利を保障

することが重要であると強調している（鐘　２００４：

２３）。同時に、「以権利為本的残疾和発展観」（権利を

主とした障害と発展観）に基づいて、障害者の人権を

保障する必要がある（常　２００４：２６）とも指摘して

いる。

　中国は障害者の権利条約を批准したことで、国内に

おいて障害者が人として有する権利及び利益の保障を

実現することができる環境づくりを求められている。

具体的には障害者の生活状況の改善（条約第２８条）
11）

、

あらゆる過程において平等に社会に参加する権利の保

障（条約第１９条）
12）

など、これらはいずれも民生重視

や公平性、権利保障を追求する政治目標に一致するも

のである。民生や権利性を重視し科学的検証を踏まえ

た政策の展開は、国際条約である障害者の権利条約を

履行する上でも重要である。政治目標の実現に向けて

の取りくみは、ひいては国際条約の履行を促すことに

もつながるといえるだろう。

　第四は、障害者の社会保障制度の確立に向けた動き

である。２０１１年から始動している障害者事業第１２次

５ヵ年計画においても、障害者の社会保障制度を確立

することは重要な課題として位置づけられている。障

害者事業計画は１９８８年から５年を一区切りとして実施

されすでに第６期目にあたる。障害者の教育や就業リ

ハビリなどを重点的に、貧困支援や法律援助などの分

野にも拡大し、障害者の福祉の充実を図ることを目的

に展開されている。

　障害者の社会保障制度の整備については、すでに

２００８年から具体的に動き始めていた。その背景には、

民生を重視する前政権の政治目標と、それに沿うかた

ちで２００７年に民政部が出した「適度普恵型」福祉の

構築に向けた見解も関係しているといえる
13）

。２００８年

には国務院が「障害者事業の発展を促進することに関

する見解」（７号文書）を出し、障害者の社会保障制度

とサービスシステムの構築に向けて強化して取り組む

よう指示した。この７号文書のねらいは、障害者のお

かれている状況を改善するため、システムを整えるこ

とにある。そのシステムとは、障害者社会保障システ

ムとサービスシステムの二つのシステムを指す。具体

的には、医療保険、医療救済、リハビリ、障害の予

防、生活救済、社会保険、障害者の社会福祉と慈善事
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表３-１　各障害者事業期間における障害児童生徒
*1）

の義務教育就学率

註）
*１）この障害児童生徒は視覚障害、聴覚言語障害、知的障害の三種を指している。
*２）６%は１９８７年以前に国連の協力を得て６つの省の特殊教育学校を対象に行なったサンプリング調査の結果を指す。
*３）それぞれの障害者事業計画の名称および期間は次のとおりである。５ヵ年は「障害者事業５ヵ年要綱」（１９８８-１９９２）実際

には、１９９０年まで。８-５は「障害者事業第８次５ヵ年計画」（１９９１-１９９５）、事業計画の名称は他も同様。９-５の期間は
（１９９６-２０００）、１０-５は（２００１-２００５）、１１-５は（２００６-２０１０）。

*４）この数値は程凱（２０１１）「搶抓机遇加快推進“十二五”時期的残疾人教育工作」の中で用いられていたものである。一方
「２０１０年全国残疾人状況及小康進程監測報告」（２０１１）では、２０１０年度、学齢期の障害児の中で義務教育を受けているの
は７１.４%という結果が示されている。

出典：中国残疾人連合会（２００８）「中国残疾人事業主要業務指標完成情況（１９８８-２００７）」．
http://www.cdpf.org.cn/special/2008-5daihui/content/2008-11/07/content_30178911.htm,visited2012/04/01. 
程凱（２０１１）「搶抓机遇加快推進“十二五”時期的残疾人教育工作」．
http://cdpf.org.cn/wxzx/content/2011-12/05/content_30370234.htm,visited2012/04/01.
中国残疾人連合会（２０１１）「２０１０年全国残疾人状況及小康進程監測報告（２０１１）」．
http://www.cdpf.org.cn/2007special/zkjc/content/2011-07-20/content_30347148.htm,visited2011/12/29.

単位：　％

１９８８年以前 ５ヵ
* 3）

年 ８-５ ９-５ １０-５ １１-５

就学率の推移 ６％足ら
* 2）

ず － ６２.５ ７７.２ ８０ ７
* 4）

９

業、教育、就業、文化体育事業などの分野で、障害者

が制度の活用や有する権利を保障できるようシステム

の整備を強化することを指している。また、障害者の

求めるサービスについて、専門の機関が中心となり、

社区を基礎に、家庭や近隣をよりどころに、生活支援

や医療衛生などを主として障害者へサービスを提供で

きるシステムを打ち立てることを目指している。

　これら二つのシステムの構築に取り組むことで、障

害者が平等に社会に参加する環境をつくりだすことが

可能になるという。また、社会の平均的な生活水準と

障害者の生活水準の差異を縮めることにもつながると

し、最終的に二つのシステムの構築に乗り出すこと

で、さらに高い水準の小康社会に向かって歩みを進め

ることができるとしている
14）

。

　二つのシステムの構築を具体的にすすめていくため

に２０１０年３月、中国障害者連合会など１６の部や機関

は「障害者社会保障システムとサービスシステムの構

築をさらに加速させることに関する指導見解」（１９号

文書）を出した。この１９号文書は、二つのシステム

を構築する意義をはじめ、構築原則や任務、取り組む

べき課題などを詳細に指し示した文書である。それに

よると、２０２０年をめどに、二つのシステムの完全な

確立をめざすという。そのため、２０１５年までに二つ

のシステムの基本的な枠組みをつくり、障害者の生活

や医療、リハビリ、教育、就業などの方面の基本ニー

ズを制度で保障できるよう求めている。

　中国が障害者を含む社会保障制度の構築に重点を置

くのは、制度が社会の公平および正義の根本的な保障

になるから、という考えからきている
15）

。また、制度に

おいて社会の公平や正義を保障することは、調和のと

れた社会を実現するうえで基本的な条件にもなる。そ

のため、社会の公平や正義を保障する重大な役割を果

たす制度の構築は、急ぐ必要があると指摘している

（渡辺　２００７：５６）。

　以上のことから、これら４つの動きにはいずれも、

胡錦濤政権が掲げた政治目標が反映されていることが

わかる。前政権の胡錦濤政権の障害者福祉への姿勢

は、政権が掲げた政治目標である、人を中心とした調

和のとれた社会を築くこと、また、科学的発展観に基

づいて公平性や権利性を意識しながらすすめてきたこ

とが窺える。しかし、これらの取り組みが効果的な状

況を生み出し、成果として結びついているか否かは詳

細に検証する必要があるだろう。

３．障害児童と教育を受ける権利の保障

　政治目標として据えた、人間本位の調和のとれた社

会を構築する目標は、障害者福祉に関する分野にも影

響を与えていることがこれまでの検証において明らか

になった。本節からは、障害児童の教育分野に注目

し、胡錦濤政権が目指した障害児教育について考察を

深めていきたい。障害児教育について触れるに際し

て、先ずはこんにちの中国が教育をどのようにとらえ

ているのかを見ておこう。

３．１　教育をどのようにとらえているのか

　２０１０年７月に行なわれた第１回全国教育活動会議に

おいて、胡錦濤は「教育公平」（教育の機会均等）、「保

障受教育的権利」（教育を受ける権利の保障）のフレ

ーズをたびたび用いて教育機会の公平性、教育を受け

る権利の保障の重要性を説いた。２０１０年の同月に出

された「国家中長期教育改革と発展計画要綱」（２０１０-

２０２０）
16）

においても、「優先発展」（（筆者注：教育の）

優先的な発展）や、「育人為本」（人の育成を第一とす

る）などとともに、公平な教育の機会、教育を受ける

権利の保障は、現代中国における教育事業の基本方針

として据えられている。

　教育会議の講話の中で胡錦濤は、公平な教育の機会

は公平な社会を築く基礎になることを強調し、その上

で公平な教育を促進することを国家の教育政策と位置

づける、と語っている。併せて、国民の教育を受ける

権利を保障すること、特に義務教育においてはバラン

スのとれた発展、および困難のある人たちの支援を重

点的に行なう
17）

よう強く求めた。同じ会議で発言した温

家宝は「国家中長期教育改革と発展計画要綱」をベー

スに、教育を受ける権利を保障することの重要性を指

摘した上で、その実現のためには政府や社会がそのこ

とを重視する必要があると述べた。

　要綱および教育会議での中国の最高責任者らの発言

からもわかるように、こんにち中国は教育を、公平な

社会を築く上で欠かすことができない重要な要素とし

て認識し、教育の機会の公平性および国民の教育を受

ける権利の保障に重点を置いてとらえていることが窺

える。

　では、こんにちの中国の教育へのとらえかたを理解

したところで、障害児童の教育に視点を移していこ

う。

３．２　障害児童の就学率と未就学児童の問題

　２００６年の障害者サンプリング調査の結果から、６-

１４歳の学齢期の障害児童は２４６万人いることが明ら

かになっている。これらの児童のうち普通教育あるい

は特殊教育を受けている障害児童は６３.１９％であっ

た。調査時点でほぼ４割の障害児童が未就学であるこ

とがわかる。障害児童の就学率を向上するために中国

では１９８０年代以降、障害児教育の形態を多様な形を

用いて行なうよう推し進めてきた。それは普通教育方

式と特殊教育方式に区分され、普通教育方式は、通常

学校の通常学級で学ぶ形態（「随班就読」）を、特殊教

育方式は、普通学校の特殊学級、および特殊学校

（盲、聾、輔読学校）で学ぶ形態を指す。また、障害

児教育の基本方針として、１９８９年に国務院が出した

「特殊教育の発展に関する若干の見解」（国弁発２１号

文書）において、「普及と向上を結びつけて、普及を

重点とする」原則を打ち出している。この普及に重点

を置く障害児教育の基本方針は、その後１９９０年に成

立した障害者保障法（１９９１年施行）の第２０条にも盛

り込まれた。改正障害者保障法（２００８）においても

第２２条でこの方針を規定し、こんにちにおいても障

害児教育は普及を重点とする方針が受け継がれてい

る。

　多様な教育形態を取り入れたこと、また障害者事業

計画において障害児童への教育の普及を重点的に取り

くんできたことも重なり、障害児童の就学率は障害者

事業計画がはじまった１９８８年に比べて改善が見られ

る（表３-１）。

　この就学率の改善は、障害児童の教育を受ける場の

確保と機会の広がりによってもたらされたといえるだ

ろう。しかし、未だ３-４割の未就学児童が存在してい

ることから、障害児童の教育を受ける権利は十分に保

障されていないことが窺える。義務教育は国家がかな

らず保障する公益性の事業（李　２００８：６８）として

位置づけられているからには、完全な達成が求められ

るはずであろう。

　中国障害者連合会は２０１１年末の時点で、全国に

１２.６万人の未就学児童がいることを明らかにしてい

る（障害者連合会２０１２）。この状況を受けて、障害者

連合会および政府関係者らは、未就学の児童の調査を

徹底的に行ない、未就学児童がいる場合は関係機関に

連絡する通報制度を導入するよう検討をはじめてい
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表３-２　随班就読とインクルーシブ教育の比較

出典：雷江華・方俊明（２０１１）『特殊教育学』北京大学出版社p.１３０を参考に加筆、改編。

随班就読 インクルーシブ教育

理　念 一般の児童とともに学ぶ
環境を共有する
メインストリーミング

教育の機会均等
排除しない教育

対　象 主に３種類の障害児童生徒
視覚障害（盲と弱視を含む）
聴覚言語障害（聾と難聴を含む）
知的障害（軽度、条件付の学校は中度も可）

すべての児童生徒

教育者 普通教育の教師、リソースルームの教師 さまざまな方面の教育者が集まっている

ニーズと
学習環境

大多数の児童のニーズを満たす
学習環境は普通学級またはリソースルームの
整備および活用

すべての児童のニーズを満たす
それぞれの児童生徒に適した学習環境を整える

教育の
特徴

知識を重視
主観的な価値や技術を磨くことは軽視

潜在能力を開花させる
教育の効果を最大限に発揮する

方向性 インクルーシブ教育を目指す（？） より高い教育の質を追求する
学校と児童生徒の双方に益する
かたちを実現することを目指す

る。

　既に述べたとおり中国はいま、公平な社会をつくる

上で前提条件となる公平な教育の機会と、教育を受け

る権利の保障を、国家の教育事業の基本方針に掲げて

いる。この方針に基づいて未就学児童の問題を解決に

向け前進させることは、避けて通ることができないと

いえるだろう。未就学児童への対応と併せて、教育を

受けている児童たちに対して、その教育の質を高める

ことや、教育を受ける権利を充足させることを追求し

ていくことも重要である。

　では、この児童の教育を受ける権利を充足するため

に、中国はどのような手立てを講じようとしているの

だろうか。次から見ていこう。

３．３　障害児童の教育を受ける権利の充足に向けて

　中国がすでに批准している国連の障害者の権利条約

では、「あらゆるレベルでのインクルーシブな教育シ

ステム」および「インクルーシブで質の高く無償の初

等および中等教育」（条約第２４条）の保障を求めてい

る。では、このインクルーシブ教育（inclusive 

education）とはどのような教育を指すのか。障害児教

育分野でのインクルーシブ教育は、統合教育

（integration）に代わる用語として１９９０年代に登場し

た。しかしこのインクルーシブ教育は多くの意味をも

つ （清水　２０１０：２００）という。清水（２０１０：

２０１）によると、インクルーシブな教育とは、障害者

が通常学校から排除されないために通常教育を改革す

ることを意味している、という。そのため、通常教育

が多様な子どもたちを「包摂」し、支え支えられる人

間の絆を育み、多様性を包み込み、民主主義を育成す

る学校文化を確立することが求められる、と指摘して

いる。では、中国はこの国際条約が求めているインク

ルーシブ教育をどのようにとらえているのだろうか。

先ずは訳語に注目して見ていこう。中国は障害者の権

利条約で示されているインクルーシブ教育を「包容性

教育」という表現を用いて訳している（国際連合）。

この訳語から、清水の指摘する通常学校での「包摂」

と似通った理解をしていることが読み取れる。インク

ルーシブ教育の中国語訳はこれにとどまらず、「融合

教育」や「全納教育」などの表現でも表されている。

しかし、中国語の融合は「一体化」（integration）や

「回歸主流」（mainstreaming）などと同義語として用

いられている
18）

。これでは、インクルーシブ教育とイン

テグレーション、メインストリーミングの違いが明ら

かになっていないと言えるだろう。また、中国が

１９８０年代から取り入れている、障害児童が通常学校

の通常学級で学ぶ教育形態「随班就読」をインクルー

シブ教育と紹介
19）

している例も見られる（雷　２０１２：

１８）。これらのことから、中国においてインクルーシ

ブ教育はまだ一定の理解に達していないと見ることが

できるだろう。

　次に、このインクルーシブ教育と随班就読の相違点

に注目して見てみたい（表３-２）。インクルーシブ教

育の理念は、公平な教育という観点を重んじている。

一方の随班就読は、教育の普及に必要な場を確保する

という視点からはじまり、後に、一般児童と共に同じ

環境で学ぶことに価値を見いだしている。また、イン

クルーシブ教育の対象は、すべての児童生徒である。

随班就読の対象は主に、視覚、聴覚言語、知的障害児

童に限定されている。さらに学習環境の面では、イン

クルーシブ教育は学びの環境を重視し、一人ひとりの

児童生徒に適した環境を整えることに重点を置いてい

る。随班就読は、教育を普及させることを重視してき

たが、学習の環境に配慮をしてきたとは言えないだろ

う。その証拠に、通常学級に在籍している障害児童

が、適切な教育支援を受けることができず、ただ在籍

している状態「随班混読」に陥っていることが指摘さ

れている（陳　２００４：４２９）。

　上述の内容から、中国は国連の障害者の権利条約が

求めているインクルーシブ教育について、まだ模索の

段階にあるといえるだろう。中国が障害児教育におい

てこのインクルーシブの視点を強調するようになった

のは２００３年以降のことであるという（劉・江　

２０１１：３１-３２）。２００３年２月に教育部と中国障害者

連合会が出した「全国随班就読活動経験交流会紀要」

において、障害児教育を発展させる戦略として、教育

の現場で国際的に取り入れられている「融合教育」

（inclusive education）
20）

を参考に、自国の障害児教育に

結びつけて教育を刷新する必要がある、と指摘してい

る。この「紀要」での指摘を受けて、インクルーシブ

教育の実現に向けて模索がはじめられるようになった

と考えられる。

　鄧（２００９：２４１-２４２）は、インクルーシブ教育は

世界で模索が続けられており、インクルーシブ教育そ

のものが発展途上にあると指摘している。その上で、

インクルーシブ教育は固定化したモデルではなく、そ

れぞれの国家が異なる社会背景のもとで、あるべき姿

を探し求めている、とFuchs（１９９４）の考えを引き合

いに出し述べている。さらに、一国家の事例を、その

他の国々のインクルーシブ教育の発展に用いることは

できないとも言い、それぞれの国の事情に適した独自

のインクルーシブ教育を見つけ出す必要性を説いてい

る。

　インクルーシブ教育の実施には、障害児童を含めす

べての児童の教育を受ける権利を保障し、一人ひとり

の可能性を開花させるよう学習環境に配慮することが

求められる
21）

。インクルーシブは、教育の現場にのみ求

められることではない。生活環境、ひいては社会全体

で互いの存在を認め合い、多様性を尊び、差別や偏

見、排除を否定する姿勢が問われる。これは胡錦濤政

権が目指した、人間本位の調和のとれた安定性のある

社会と共通する点が多いと言えるだろう。

　公平な教育の機会、教育を受ける権利を保障するこ

とを目指した前政権である胡錦濤政権において、障害

児童の教育は決して行き届いた状態にはとどかなかっ

たことが本稿の検証から明らかになった。多くの障害

児童の未就学問題は、障害児童の義務教育が十分に保

障されていないことを示す何よりの証拠である。しか

しその一方で、教育を受ける権利の充足に向けて、世

界におけるインクルーシブ教育の実効性を分析するな

どし、自国の状況に適した障害児童の新たな教育環境

の模索をはじめていることも併せて明らかになった。

胡錦濤が会議で発言したとおり、公平な社会の実現は

公平な教育の機会、教育を受ける権利を保障すること

からはじまる。中国が目指す、人を基本とした調和の

とれた安定性のある社会の実現には、公平な教育の機

会および教育を受ける権利の保障が基盤にあることを

改めて認識する必要があるといえるだろう。
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【 註釈 】

１） JBPRESS.「習近平の「中国夢」を冷めた目で見る中国国

民」

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37411,2013/12/10．

２） この報告は、節約型社会を総合的に評価する節約指数を

用いて世界の主要国５９か国の資源利用率を評価してい

る。１位はデンマーク、２位スイス、３位アイルランド。

中国は５６位。『人民網日本語版』

http://j.people.com.cn/2006/03/02/jp20060302_57878.html, 

visited2012/06/14.

３） ２００２年１１月の中国共産党第１６期全国代表大会で江沢民

が行なった報告では、“…経済発展和人口、資源、環境

相協調。”という表現を用いて、経済発展と環境の調和

を指摘している。ここではこののちに使われる“和諧”

という表現ではない。

４） 大西（２００６：３）は、国民への配慮を前面に出した政権

の特色が、内政面では国民の権利意識を高め、彼らの抗

議活動を誘発することにつながったことは皮肉であると

指摘している。

５） 科学的発展観は、２００７年の中国共産党第１７回全国代表

大会において大綱に盛り込まれ、全党員が順守すべき指

導思想として地位が確立された（藤野　２００８：４２）。

６） 本稿における国連の「障害のある人の権利に関する条

約」に関する日本語訳は、川島＝長瀬仮訳（２００８）を用

いている。尚、川島＝長瀬仮訳では「障害のある人」と

いう表現を用いているが、本稿では「障害者」の表現で

統一している。

７） 小康はもともと、紀元前に漢の武帝によって国教と定め

られた儒教の経典である五経の一つ「礼記・礼運編」で

用いられ、大同につぐ理想の社会として位置づけられて

いた（真殿　２０１２：１４３）。

８） 障害者の小康水準測定とは別に、国家統計局は、小康社

会のプロセスを監視測定するために、２００３年から同局の

統計科学研究所を中心に指標などの研究をはじめた。

２００７年には、中国共産党第１７期全国代表大会において

示された要求を、小康を測る指標に反映するため修正を

行ない、２００８年に「全面的な小康社会の実現に向けた統

計を監視測定する規則」（国統字［２００８］７７号）を正式に

出した。この「規則」において、①経済発展　②社会の

調和　③生活の質　④民主法制　⑤文化教育　⑥資源環

境　の６つの方面の２３項目を、小康水準を測る指標とし

て用いることが定められた。

９） 人民網で紹介された科学的発展観は、二つの基本的内容

から成る。一つは全面的な発展。もう一つは調和のとれ

た持続可能な発展。全面的な発展とは、経済成長のみな

らず、社会や政治、文化、環境など、それぞれの分野の

発展にも目を向けることを指す。調和のとれた持続可能

な発展は、それぞれの分野における成長や発展が互いに

有機的に連携し、促進しあい、効果的に連動しあうこと

を指す。

１０） この「人権」については、２００４年３月の憲法改正で追加

規定されている。中華人民共和国憲法第２章「公民の基

本的権利及び義務」の第３３条に第３項を新たに設け「国

家は人権を尊重し保障する」と追加した。松井（２００５）

によると、この中国の憲法における人権は、「人間であ

ることにより当然に有するとされる権利」ではなく、人

権が主権を凌がない範囲の「憲法が保障する権利」であ

るという。

１１） 国連の障害者の権利条約第２８条は適切〔十分〕な生活水

準および社会保護を求めている。その内容は、社会保障

についての障害者の権利を認め、保障を実現し、促進す

るために適切な措置をとることを指している。

１２） 権利条約第１９条は障害者の自立した生活〔生活の自律〕

および地域社会へのインクルージョンについて規定して

いる。

１３） 「適度普恵型」福祉と障害者福祉については、真殿（２０１３

b）を参照。

１４） 二つのシステムを構築することは、障害者の生活の改善

や権利保障を実現することになる。これは調和のとれた

社会をめざす中国にとって重要な課題である。２０１０年６

月に香港で開かれた国際的な大会である「２０１０年社会福

祉とソーシャルワーク合同大会」において、中国障害者

連合会の副主席、理事長を務める王新憲は現在、二つの

システムの構築に力を注いでいることをアピールした。

その上で、社会保障システム、およびサービスシステム

が整備されることは、社会の調和を促すことにもつなが

るとし、障害者事業への取り組みは社会の形成にも大き

な影響を与えることを強調した。『中国残疾人』２０１０年総

第２５８期p.１２。

１５） この考え方は、２００６年１０月の中国共産党第１６期中央委

員会第６回全体会議コミュニケにおいて明確に示されて

いる。コミュニケでは、制度の構築を重視するととも

に、権利保障と義務の履行についても述べている。

１６） 「国家中長期教育改革と発展計画要綱」（２０１０-２０２０）は、

２０２０年までに教育の現代化を実現させること、学習型

社会を形成すること、豊かな人的資源にあふれた国をつ

くることなどを目標に掲げている。要綱は２２章７０項目

から成る。

１７） この義務教育への支援の強化は「国家中長期教育改革と

発展計画要綱」（２０１０-２０２０）の全体戦略第１章において

も盛り込まれている。

１８） 朴（２００６：４６-４８）らの『特殊教育辞典』によると、融

合は「一体化」（integration）や「回歸主流」（mainstreaming）

の項目を参照するよう記されている。「全納教育」は

inclusive education で、「包含教育」や「包容教育」とも

表す。

１９） 雷（２０１２：８）は、障害児童が通常学校の通常学級で受

ける教育の形態「随班就読」をインクルーシブ教育と訳

すことに異を唱えている。なぜなら随班就読は、インク

ルーシブ教育と異なる点が多々みられるからと述べてい

る。

２０） 教育部と中国障害者連合会が出した「全国随班就読活動

経験交流会紀要」では、融合教育を inclusive education と

表している。

２１） 中国の障害児童の教育を受ける権利の動向については、

真殿（２０１３a）を参照。

おわりに

　本稿を通じて、前政権の胡錦濤政権はこれまでの指

導思想に加えて新たな指針を打ち出し、人を本位とし

た調和のとれた持続可能な社会の実現を目指していた

ことが明らかになった。この政治目標の下で、障害者

に関する分野にもいくつかの動きがみられた。これら

はいずれも、今後の障害者福祉の方向性に影響し、障

害者福祉の充実を図るうえで欠かすことができない動

きであった。障害児教育分野では、公平な教育の機

会、および教育を受ける権利の保障を重視して取りく

んでいることが明らかになった。しかし、いまだ多く

の未就学児童が存在していることから、障害児童の教

育を受ける権利は十分に保障されていないことが併せ

て浮き彫りになった。未就学児童の問題の改善に向け

た取り組みと同時に、今日では教育を受ける権利の充

足にむけて、新たな視点から模索がはじめられている

ことについても、本稿において明らかにすることがで

きた。この取りくみは、中国の状況に適した障害児教

育の全体像を新たに創造しようとしているのだろう

か。

　最後に、胡錦濤政権が目指した人を基本とした調和

のとれた安定性のある社会の実現には、胡錦濤自身が

述べていたように、公平な教育の機会および教育を受

ける権利の保障を基盤に据えることが重要であると言

えるだろう。２０１３年に誕生した習近平政権がこの課

題にどのように向き合うのか注視していきたい。
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